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経緯 （１） 

１ 規制・制度改革に関する分科会（内閣府主催）での提案 

• 平成24年1月の上記分科会にて、特定小電力システム専門委員会として、「特別特定無線設備の
範囲拡大について」を提案。 

• 商品の迅速な市場投入および、よりコスト負担の少ない機器開発などのメ
リットと、市場における不適合機器の監視等の課題を提示した上で、特別特定無
線設備の範囲を小電力無線機器まで拡大すること等に関して、小電力無線機器への技術適合基
準 自己確認制度導入検討における参考意見として提案。 

２ 規制・制度改革に関する分科会、第1ワーキンググループでの「規制・制度改革事項」 

• 規制・制度改革事項として「無線設備の技術基準適合自己確認制度の適用対象拡大」について総
務省の下、検討することが決められた。 

• 対象機器として、特定無線設備のうち、無線LAN（2.4GHz帯、5GHz帯等）、トランシーバー及びワイ
ヤレスマイク等が挙げられており、事業者団体と協議を行い、平成24年度上期検討を行い、結論づ
けることとなった。 

３ 情報通信認証連絡会（ICCJ）との連携 

• ICCJの主幹機関としてCIAJよりJEITAに対して「無線設備の技術基準適合自己確認制度の適用対
象拡大」の打診があった。 

• JEITA 参加各社へ「技術基準適合自己確認制度 適応対象拡大に関するアンケート」を実施（平成
24年6月）。アンケート結果を、JEITA インダストリ・システム部産業公共システムグループ名でCIAJ
に提出。 
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経緯 （２） 

４ 平成24年７月10日 内閣府 規制・制度改革に係る方針 閣議決定 

• 技術基準適合自己確認制度対象拡大の方針が決まる 

 

５ 平成24年12月25日に公開された総務省「電波有効利用の促進に関する検討会－報告書－」 

• 「自己確認制度の対象拡大として、携帯電話端末等に搭載された無線 LAN 
システムについて対象とすることを検討することが適当である。」と報告された。 

 

６ 平成 25 年 3 月 15 日「技術基準適合自己確認制度の対象拡大に係わる省令改正案に対する 

  意見募集」 
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市場監視 

• 電子情報技術産業協会として、商品の迅速な市場
投入および、よりコスト負担の少ない機器開発など
のメリットがあることと併せて、市場における不適
合機器の監視等の課題があることを規制・制度改
革に関する分科会第１WGに示させていただいた。 
 
 

• 比較的市場監視の厳しいドイツにおいても市場に
3割の不適合品が見受けられるとの報告もあり、技
術基準適合自己確認制度対象拡大と併せて有効
な手立てを講じることが必要と思われる。 
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自己確認制度拡大対象 

• 「携帯電話端末等に搭載された無線 LAN システムに
ついて対象とすること」は妥当。 
 
 
 

• 一足飛びに対象を全ての特定無線機器に広げるので
はなく、不適合機器の監視等の具体的な手立ての有
効性を確認したうえで進めていく必要があるのでは？ 

+ 
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日本の市場監視の取り組み 

総務省電波利用ホームページより 

1.不法無線局の取締りの実施 

• 総合通信局では、独自に不法無線局の証拠を収集し捜査機関へ告発を行っている。 

• 平成２３年度には、２４９件の告発。 

2.製造業者及び販売業者に対する基準不適合設備に関する勧告・公表制度 

• 総務大臣は、技術基準に適合しない無線設備（基準不適合設備）の製造業者や販売業者に対し、技術基準に適合するよ
う勧告することができ、これまで平成４年度に３社に対し勧告を行っている。 

• 平成２３年度は、全国で２６４店舗の販売店調査を実施。 

3.販売業者の免許情報告知義務 

• （特定小電力無線局は告知対象外） 

4.無線設備試買テスト 

• 総務省では、著しく微弱の範囲にあるとして販売されている無線設備を購入して、その発射する電波の強さが法 に定める
範囲に適合しているかどうかの測定を実施。 

 
「総務省MRA国際ワークショップ2013プログラム」より 
５.無線設備の市場監視(平成23年度調査)  

• サンプル数：  

• 平成23(2011)年度に証明された全ての設備のうち1％  

• 不適合となったサンプル数：  

• 全てのサンプル（Cellar phone, W-LAN＆Bluetooth, etc.)のうち６％、マークのない設備やマークが不適切な設備  

参考 

6%不適合 @日本  → 5倍？ 
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TELECによる市場調査 

• 市場調査 センターは、認証した工事設計に基づく特
定無線設備について、必要があると認められた場合、
市場から適宜購入して、技術基準への適合性及び同
一性が確保されているかどうか確認するための調査
を行います。 
 
 
 
 
           （TELEC wｅｂ ｓｉｔｅより引用) 

参考 
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欧州での市場監視 

1. 管轄当局による市場監視 

2. NBによる市場監視 

• EU型式検査証明書の発行後の適合の監視中に、NBが、
装置がもはや適合しないことを発見した場合、製造事業
者に適切な是正措置を講じることを要求しなければなら
ない、そして必要であれば、証明書の一時停止や、撤回
を行う。 

• もし、必要な措置が、依頼人によって取られていない、又
は必要な効果を持っていない場合、NBは、証明書を制限、
停止又は撤回をしなければならない。 

3.  税関による監視 

参考 
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規制・制度改革に 
関する分科会 
第１WG提出資料 
より抜粋 
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